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【環境への理念】

　当社は、建築工事、土木工事、上下水道工事などの建設工事の施工を通じて、少なからず

地球環境に影響を及ぼしていることを常に認識し、事業活動を進める上で全社をあげて環境

負荷に対して継続的に低減に努めてまいります。

　また、後世に現在の美しい環境を残せる努力をする事を、お約束します。

【環境に対するテーマ】

【基本方針】

　花山建設株式会社は、建設事業を通じて地球環境に影響を与える環境負荷を継続的に

削減し、全社一丸となって環境保全への取り組みを行っていきます。

【活動項目】

１. 　　二酸化炭素排出量（使用電力・使用化石燃料）の削減に努めます。

２. 　　上水道の使用量の削減に努めます。

３. 　　生産性の向上に努めます。

４. 　　産業廃棄物の分別、リサイクルを推進し、適正処理に努めます。

５. 　　濁水の過度な発生防止に努めます。

６. 　　建設騒音・振動の発生防止に努めます。

令和５年４月１日改定

『 循環させよう資源！資源を大切に！ 』

　　　　　　　　　　　　　        　　　が、地球にやさしい！

会社名　　　花山建設株式会社　

環　境　経　営　方　針



１.　組織概要

　　【　事 業 者 名　】 　花山建設株式会社
　代表取締役社長　　花山　優一

　　【　所　在　地　】 （   本  社   ）
　　〒804-0072　　　福岡県 北九州市 戸畑区 元宮町11番18号

　　【　連　絡　先　】 　◆　環境管理責任者 　代表取締役社長　　花山　優一
　◆　担　　当　　者 　杉町　帆奈美　・　今川　知津江

　　　TEL　093－871－1783　　／　　FAX　093－871－7106
　　　E－mail   :  hanayama@muse.ocn.ne.jp

　　【　事 業 内 容　】 　特定建設業 　◆　許可番号

　福岡県知事　許可（特－3）第 26498 号

　◆　建設業の種類
　土木工事業 建築工事業
　とび・土工工事業 石工事業
　ほ装工事業 塗装工事業
　水道施設工事業 解体工事業

　　【　沿　　　革　】

昭和３２年  ４月 北九州市に花山組創業 平成　２年  ３月 資本金２，０００万円に増資

代表者  花山春吉 平成１５年  ６月 花山茂雄代表取締役を退任

昭和４２年１１月 代表者  花山茂雄に変更 平成１５年  ７月 花山武雄代表取締役に就任

昭和４８年  ７月 有限会社花山建設へ組織変更 平成１９年  ３月 北九州市戸畑区元宮町に新社屋建設

資本金１１０万円 平成２３年  １月 エコアクション２１取得

昭和５８年  ４月 花山建設株式会社へ組織変更 平成２８年 11月 ＩＳＯ９００１：２０１５認証取得

資本金１，０００万円に増資 平成３０年  ７月 花山武雄　代表取締役会長に就任

花山優一　代表取締役社長に就任

　　【　事 業 内 容　】

一級建築士　　2名 一級建築施工管理技士　5名 一級土木施工管理技士　6名

二級建築士　　2名 二級建築施工管理技士　2名 二級土木施工管理技士　2名

単位

百万円

人

㎡

㎡

【EA21認証・登録範囲】　全組織　・　全活動　・　全従業員

事業年度　4月1日～翌年3月31日
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２．　ＥＡ２１実施体制

役割分担表

3.　当年度の主要な環境活動計画の内容

①

②

各部門の電子化の推進生産性の向上

濁水の発生を極力防止する

建設騒音・振動の発生を極力防止する
建設騒音・

振動の発生防止

濁水の発生防止

廃棄物の処理 リサイクル促進の実施・適正処分の実施

建築、土木
（全体）

ＥＡ２１事務局
（総務）

電気使用量の削減

6

5

4

3

社員全員の意識向上の促進、日々の節水活動
食器洗いでの適正な水使用

2 水使用量の削減(上水道)

　１ヶ月に１回会議を開催し、環境目標の達成状況および活動計画を審議する。
　産業廃棄物の適正処理とリサイクル処理の推進および産業廃棄物管理票交付等の整理と管
理を行う。※ただしEA21の管理数値からは外す。

　本社の電力・燃料・水道（上水道）の消費量管理を行う。
　EA21文書及び記録類の作成・維持・管理などを行う。

役割・責任・権限など

　全体統括・環境経営方針等の決定、環境への取組を実施する為の資源の準備、全体の評価
及び環境経営システムの構築、その状況などの見直しを図る。

代表取締役社長

所属

・　エアコンの設定温度を定めて実行
・　エアコンの使用は必要な場所、時間に限定する
・　照明の省エネ化　(不要な電球を外すなど）
・　不要な照明、電気製品のスイッチを切る

・　エコカーの導入の検討
・　エコドライブの徹底(別紙)
・　燃費表による管理

ガソリン使用量の削減

二酸化炭素排出量の削減1

改定日

環境管理責任者

令和2年4月1日

代表取締役社長

総務

EA21委員会
EA21事務局

建築 建
設
現
場土木
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４.環境経営目標と、その実績の見直しと再設定

　　　４－１　環境経営目標とその実績

　（表１）＜目標と実績　事業全体＞

基準値 目　標　値 実　　施

kWh 23,884 23,902 24,500 ✖

km/ℓ 11.10 11.10 11.72 〇

㎥ 119 122 103 〇

％ 100 100 100 〇

◆今年度　CO2排出総量 80,646 （kg-co2）　

　　　４－２　中期目標

　新たな目標値を下記の表に記します。

（表2）＜次年度以降の目標値　　事業全体＞

kWh 23,977 23,737 23,500 23,265

km/ℓ 11.41

㎥ 117 116 115 114

％ 100 100 100 100

　※１　使用化石燃料は2021年度より燃費計算によって管理しています
　※２　汚泥と石綿含有物を除き、リサイクル率100％

　*各基準値は、（表3）の過去4年間の平均値としています
　*各目標値は別紙1を参照。（表２）ガソリン燃費の次年度以降の目標値は、不定期に車の入れ替わりがあるなど
　 設定が不可能なため、基準値を目標としています
　*2022年度のCO2排出係数は九州電力の0.479（kg-CO2/kWh）を使用しています（３年目）

2025年度
（R7）

前年１％向上

項　　目 単位 基準値

2023年度
（R5）

基準値１％向上

ガソリン燃費 ※１

電力

11.41

2022年度（R4）
判　　定

水使用量
（上水道）

廃棄物　※２

ガソリン燃費 ※１

電力

項　　目 単　位

水使用量
（上水道）

廃棄物　※２

2024年度
（R6）

前年１％向上
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４－３　実績推移

（表3）　＜実績と推移　事業全体＞

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

kWh 24,129 22,330 24,360 24,716 24,500

km/ℓ 11.10 11.72

㎥ 112 120 126 120 103

％ 100 100 100 100 100

◆今年度　CO2排出総量 80,646 （kg-co2）　

（表4）

※令和1年は事業年度の変更（7月～翌年6月から4月～翌年3月へ変更）に伴い、売上が減少しています。

電力

ガソリン燃費 ※１

　※１　使用化石燃料は2021年度より燃費計算によって管理しています（実施値は全体の平均値）
　※２　汚泥と石綿含有物を除き、リサイクル率100％

　*（表3）実施値は別紙1を参照
　*2022年度のCO2排出係数は九州電力の0.479（kg-CO2/kWh）を使用しています（３年目）

項　　目 単位

実施値

廃棄物　※２

水使用量
（上水道）

30年 1年 2年 3年 4年

売上（百万） 1,149 618 932 1,036 1,177

使用電力（kwh) 24,129 22,330 24,360 24,716 24,500

使用燃料（ℓ) 19,686 20,867 26,467 28,608 29,703
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５.　環境関連法規への違反、訴訟等の有無

６.　代表者による評価及び見直し
 取り組みの結果と評価、次年度の取組内容

　■　取り組みの結果と評価

電力

燃料

　■　次年度の取組内容

電力

燃料

違反、訴訟等なし

違反、訴訟等なし

違反、訴訟等なし

2023年4月30日

容器包装リサイクル法

建設リサイクル法

廃棄物処理法

資源有効利用促進法

業務内容を随時見直し、不要な事務作業をなくした。並行してDX化を
推し進め業務に適したPCへ買い替え、業務効率化につなげたことで、
個人個人の生産性が全体的に上がったといえる。（日報の電子保管、
資格者証等のデータ管理、グリーンファイルでの安全書類提出など）

廃棄物の処理は各現場に応じてよく管理できている。

⑥建設騒音・振動の発生防止

⑤濁水の発生防止

③生産性の向上

④廃棄物の処理

②水使用量の削減(上水道)
現場に一日常駐する社員が多く、事務所内で作業をする人数が去年に
比べると少なかったため、上水道使用量が減っている。よく節水でき
ている。

各現場、必要に応じて適切な処理を行った。

７～９月の猛暑日に伴いエアコン稼働率が上がったため、目標
達成とはいかなかったが、自動運転にして必要に応じた使用が
できている。

①二酸化炭素排出量の削減

　（使用電力の削減）
　（使用化石燃料の削減）

2021年度から燃費による管理に完全移行しており、年間通じ
て目標増減値を0.62km/ℓ達成した。各車両毎に目標値を設定
し各自が燃費向上を意識しながら運転できている。

違反、訴訟等なし

リサイクル促進の実施・適正処分の実施。

　例年、前年を上回る猛暑日が続き事務所・社用車ともに夏場の空調使用が特に
際立った。そのため、室内では自動運転で稼働する・社用車は無理のない範囲で
使用するなど社員ひとりひとりの意識的な取り組みを徹底した。
　使用化石燃料に関しては燃費管理を導入してから2年経ち、各車ごとに細かく
目標管理し運転者の燃費向上への意識的な取組に繋げられた。

②水使用量の削減(上水道)

③生産性の向上

⑥建設騒音・振動の発生防止

⑤濁水の発生防止

④廃棄物の処理

建設騒音・振動の発生を極力防止する。

濁水の発生を極力防止する。

総　評

①二酸化炭素排出量の削減

　（使用電力の削減）
　（使用化石燃料の削減）

エアコンの設定温度を決め実行する。
エアコンの使用は必要な場所、時間に限定する。
照明の省エネ化。
不要な照明、電気製品のスイッチを切る。

エコドライブの徹底。
燃費表による管理。

食器洗いでの適正な水使用。
社員全員の意識向上を図り節水活動を行う。

デジタル化できる部分は順次取り組んでいく。
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７．　追加資料

（１）　　毎月のエコ会議

・　月一回、社員全員で行う。月間目標を各月設定し、社員全員への周知徹底を促し、
　環境負荷の実績報告、目標達成状況、計画の実施状況を審議し次月に繋げる。

（2）　　燃費点検表

※2023年　4月　燃費点検表より一部抜粋
・　会議で発表し、実績グラフと照らし合わせながらチェックしＰＤＣＡを回す。
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